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会社分割（簡易吸収分割）による「楽天デリバリー」事業及び 

「楽天リアルタイムテイクアウト」事業の承継に関するお知らせ 

 

 

 

 

株式会社ぐるなび（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉原章郎 以下、当社）は、本日開催の臨時

取締役会において、楽天グループ株式会社（以下、「楽天」といいます。）の行う「楽天デリバリー」事業及

び「楽天リアルタイムテイクアウト」事業（以下、「対象事業」といいます。）を当社が会社分割（簡易吸収

分割）の方法により承継すること（以下、「本会社分割」といいます。）を決議いたしましたので、下記の通

りお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 会社分割の目的 

当社と楽天は、当社のメディアパワー及び飲食店への送客力の向上、そして外食領域における「楽天エコ

システム」の拡大を目的とし2018年７月に資本業務提携契約を締結し、会員IDの連携、ぐるなびネット予約

における「楽天ポイント」の付与等、主に飲食店のイートイン予約領域において協業を推進しております。 

本会社分割の対象である「楽天デリバリー」事業は2002年２月にサービスを開始され、全国12,000店以上

のメニューを注文可能な出前・宅配注文サービスが提供されています。また「楽天リアルタイムテイクアウ

ト」は2020年５月に開始された事前注文・決済型のテイクアウトサービスで、同年７月より当社とは利用店

舗の開拓等において連携してまいりました。 

本会社分割は上記の資本業務提携の一環として実施するもので、飲食店関連サービスを当社へ集約するこ

とにより消費者のイートイン予約に限らずデリバリー、テイクアウトサービス等のクロスユースを実現する、

食の総合サービスの構築を目的としています。これにより消費者の利便性をより一層高めマーケティング効

率の向上につなげると同時に、当社の持つ営業体制や加盟店ネットワークを活用することで利用店舗の獲得

効率向上も図り、対象事業の収益性を高めてまいります。また当社による事業承継後も、会員ID、ポイント

連携等において楽天の有する事業資産を活用し対象事業の事業価値拡大に向け同社と協業してまいります。 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により消費者の外食需要が低迷する一方、コロナ禍を機に飲食店によ

るデリバリー、テイクアウトサービスは利用者の拡大・習慣化が進んでいる中で、当社は本会社分割を通じ、

飲食店に向けたその課題変容に即した支援領域拡大を迅速かつ効果的に推進できるほか、ぐるなび会員に加

え全ての楽天ユーザーによる当社サービスの利用拡大が進むことで、飲食店に対する送客力の向上ひいては

当社業績の回復・再成長につながるものと考えております。また中期的には、対象事業における商品開発や

食品仕入れ、業務オペレーション改善等の支援にも取り組むことで、飲食店を含む外食産業全体の発展に寄

与してまいります。 
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2. 会社分割の要旨 

（１） 会社分割の日程 

取締役会決議日 2021年４月23日 

吸収分割に関する契約締結日 2021年４月23日 

効力発生日 2021年７月１日（予定） 

（注）本会社分割は、承継会社である当社においては会社法第796条第２項、分割会社である楽天において

は会社法第784条第２項に定める簡易分割であり、それぞれ株主総会の承認決議を経ず実施いたしま

す。 

 

（２） 会社分割の方式 

楽天を分割会社とし、当社を承継会社とする吸収分割（簡易吸収分割）です。 

 

（３） 会社分割に係る割当の内容 

本会社分割の対価として、当社より楽天に金13百万円を交付する予定です。本対価の算定方法については

「3. 会社分割に係る割当ての内容の根拠等」をご参照ください。 

 

（４） 会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

当社が発行する新株予約権について、本会社分割による変更はありません。また、当社は新株予約権付社

債を発行しておりません。 

 

（５） 会社分割により増減する資本金 

本会社分割による当社資本金の増減はありません。 

 

（６） 承継会社が承継する権利義務 

当社は対象事業に係る資産、負債、契約その他の権利義務のうち、吸収分割契約において定めるものを承

継します。 

 

（７） 債務履行の見込み 

本会社分割の効力発生日以降において、当社が負担すべき債務については履行の見込みがあるものと判断

しております。 

 

3. 会社分割に係る割当ての内容の根拠等 

（１） 割当ての内容の根拠及び理由 

当社は、本会社分割に係る割当ての公正性、妥当性を確保するため、株式会社クリフィックスFAS（以

下、「クリフィックスFAS」といいます。）を第三者算定機関として選定し、対象事業の価値の算定を依頼

しました。当社は第三者算定機関による算定結果及び対象事業の状況並びに将来の見通し等を慎重に検討

し、楽天との協議を重ねた結果、最終的に、当社から楽天に対し本会社分割の対価として13百万円を交付す

ることといたしました。 

 

（２） 算定に関する事項 

① 算定機関の名称並びに当社及び楽天との関係 

クリフィックスFASは、当社及び楽天の関連当事者には該当せず、当社及び楽天との間で重要な利害関係
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を有しておりません。 

 

② 算定の概要 

クリフィックスFASは、対象事業の収益状況等の検討を前提に、対象事業を再構築した際に要する価

値を参照し評価を行うことが適当としてコスト・アプローチ（再調達原価法）を採用し、対象事業の

事業価値を13百万円と評価しています。その根拠は、効力発生日前日時点に想定される楽天（国際財

務報告基準適用会社）が計上する譲渡資産が契約獲得資産13百万円とされ、その他の資産及び負債は

無いことによります。 

なお、クリフィックスFASは、対象事業の価値及び分割対価の金額の評価について、当社より提供した情

報が全て正確かつ完全なものであることを前提としており、それらの正確性、完全性及び網羅性について独

自の検証は行っておりません。また、対象事業の資産及び負債について独自に評価、鑑定または査定を行っ

ておらず、第三者機関への鑑定または査定の依頼も行っておりません。 

以上を踏まえ、当社はクリフィックスFASによる算定結果を参考に、対象事業の状況及び将来の見通し等

を総合的に勘案した結果、最終的に上記の分割対価は妥当であると判断しました。 

 

（３） 上場廃止となる見込み及びその事由 

本会社分割において、当社が上場廃止となる見込みはありません。 

 

（４） 公正性を担保するための措置 

該当事項はありません。 

 

（５） 利益相反を回避するための措置 

該当事項はありません。 

 

4. 会社分割の当事会社の概要 

 
分割会社 

（2020年12月31日現在） 

承継会社 

（2021年３月31日現在） 

（１） 名称 楽天グループ株式会社 株式会社ぐるなび 

（２） 所在地 東京都世田谷区玉川１-14-１ 東京都千代田区有楽町１-２-２ 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史 代表取締役社長 杉原 章郎 

（４） 事業内容 インターネットサービス、フィンテ

ック、その他 

パソコン・スマートフォン等による

飲食店等の情報提供サービス、飲食

店等の経営に関わる各種業務支援サ

ービスの提供その他関連する事業 

（５） 資本金 205,924百万円 2,334百万円 

（６） 設立年月日 1997年２月７日 1989年10月２日 

（７） 発行済株式数 1,434,573,900株 48,675,100株 

（８） 決算期 12月31日 ３月31日 

（９） 従業員数 23,841名 1,791名 

（１０） 主要取引先 楽天カード株式会社 

楽天ペイメント株式会社 

国内の外食企業、飲食店等 

（１１） 主要取引銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 
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株式会社三井住友銀行 

三井住友信託銀行株式会社 

株式会社三菱UFJ銀行 

株式会社日本政策投資銀行 

株式会社みずほ銀行 

株式会社三菱UFJ銀行 

楽天銀行株式会社 

（１２） 大株主及び持株比率 合同会社クリムゾングループ 16.62% 楽天グループ株式会社 14.96% 

三木谷 浩史 12.94% 滝 久雄 12.72% 

三木谷 晴子 9.73% 日本マスタートラスト 

信託銀行株式会社（信託口） 

4.21% 

日本マスタートラスト 

信託銀行株式会社（信託口） 

6.00% 公益財団法人日本交通文化協会 3.97% 

株式会社日本カストディ 

銀行（信託口） 

3.48% 小田急電鉄株式会社 2.41% 

（１３） 当事会社間の関係 

 資本関係 楽天は当社の株式7,017,300株（持株比率14.96%）を保有しておりま

す。 

 人的関係 当社社外取締役に楽天の業務執行者２名が就いております。また当社と

楽天及びその連結子会社との間で双方に従業員が出向しております。 

 取引関係 会員ID・ポイントサービスの連携、両社商品・サービスの販売、利用促

進における協業等を行っております。 

 関連当事者への該当状況 楽天は当社のその他の関係会社及び筆頭株主である主要株主に該当しま

す。また当社は楽天の持分法適用関連会社に該当します。 

（１４） 最近３年間の財政状態及び経営成績 

 
決算期（連結） 

2018年 

12月期 

2019年 

12月期 

2020年 

12月期 

2018年 

3月期 

2019年 

3月期 

2020年 

3月期 

 
純資産（資本合計） 776,207 737,200 629,014 19,186 18,704 19,270 

 
総資産（総資産額） 7,345,002 9,165,697 12,524,438 25,457 23,797 23,979 

 １株当たり純資産（円） 

（１株当たり親会社所有者帰属持分） 
572.83 542.43 446.78 409.70 398.48 409.90 

 
売上高（売上収益） 1,101,480 1,263,932 1,455,538 36,226 32,728 30,927 

 
営業利益 170,425 72,745 △93,849 4,742 1,216 1,821 

 
経常利益（当期利益） 141,889 △33,068 △115,838 4,809 1,289 1,894 

 親会社株主に帰属する当期純利益 

（親会社の所有者に帰属する当期利益） 
142,282 △31,888 △114,199 3,192 581 949 

 １株当たり当期純利益（円） 

（基本的１株当たり当期利益） 
105.43 △23.55 △84.00 68.27 12.42 20.26 

 
１株当たり配当金（円） 4.50 4.50 4.50 44.00 8.00 8.00 
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（注１）楽天は2021年４月１日付で、楽天株式会社から楽天グループ株式会社へ商号変更しております。 

（注２）持株比率は自己株式を控除して計算しております。 

（注３）最近３年間の財政状態及び経営成績の単位は百万円。ただし、特記しているものを除きます。 

 

5. 承継する事業の概要 

（１） 承継する事業の内容 

出前・宅配注文サービスを提供する「楽天デリバリー」事業及びテイクアウト支援サービスを提供する

「楽天リアルタイムテイクアウト」事業 

 

（２） 承継する事業の経営成績（2020年12月期） 

売上高 915百万円 

 

（３） 承継する資産、負債の項目及び帳簿価格 

契約獲得資産 13百万円 

 

6. 会社分割後の状況 

本会社分割による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変更はあり

ません。なお、純資産及び総資産については、現時点で確定しておりません。 

 

7. 会計処理の概要 

該当事項はありません。 

 

8. 今後の見通し 

本会社分割が当社の業績に与える影響につきましては現在精査中であり、今後開示すべき重要な影響を及

ぼすことが明らかになった場合には速やかに開示いたします。 

 

以 上 

 

 

（参考）当期連結業績予想（2021年2月3日公表）及び前期連結実績        （単位：百万円） 

 
売上高 営業利益 経常利益 

親会社株主に帰属

する当期純利益 

当期連結業績予想 

（2021年3月期） 
15,800 △9,200 △9,200 △9,500 

前期連結実績 

（2020年3月期） 
30,927 1,821 1,894 949 

 

＜本件に関する報道機関からのお問い合わせ先＞  

株式会社ぐるなび  広報グループ MAIL:pr@gnavi.co.jp   


